新　　　　　　旧　　　　　　対　　　　　　照　　　　　　表
	新
	旧

	
別表第2(第5条関係)
	
別表第2(第5条関係)

	
	

	1　建築物に関する整備基準
	1　建築物に関する整備基準

		整備項目
	整備基準

	1～6
（略）
	（略）

	
	
	

	7　敷地内の通路
	(1)～(3)　（略）

	
	(4)　直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該建築物の敷地が接する道若しくは建築基準法第43条第2項第2号に規定する空地(以下この項において「道等」という。)又は優先駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難である場合又は直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路にあっては、この限りでない。

	
	　
	ア～エ　（略）　

	
	(5)～(6)　（略）

	8～15
（略）
	（略）



		整備項目
	整備基準

	1～6
（略）
	（略）

	
	
	

	7　敷地内の通路
	(1)～(3)　（略）

	
	(4)　直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該建築物の敷地が接する道若しくは建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地(以下この項において「道等」という。)又は優先駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難である場合又は直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路にあっては、この限りでない。

	
	　
	ア～エ　（略）

	
	(5)～(6)　（略）　

	8～15
[bookmark: _GoBack]（略）
	（略）

	
	
	




	2　公共交通機関の施設に関する整備基準
	2　公共交通機関の施設に関する整備基準

	(表は省略)
	(表は省略)

	3　道路に関する整備基準
	3　道路に関する整備基準

	(表は省略)
	(表は省略)

	4　公園に関する整備基準
	4　公園に関する整備基準

	(表は省略)
	(表は省略)

	5　建築物以外の路外駐車場に関する整備基準
	5　建築物以外の路外駐車場に関する整備基準

	(表は省略)
	(表は省略)

	
	



